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福井県最低賃金は、令和７年９月８日
に公示され、同年10月８日から、
時間額1,053円に改正されます。
厚生労働省では、賃金引上げに向けた

政府の支援情報・施策について、
「賃金引き上げ特設ページ」
にて御案内していますので、
是非御活用ください。

今月のトピック

敦賀労働基準監督署からのお知らせ
労働安全衛生の電子申請手続きの促進に
向けて新たにマニュアルを作成しました︕

確定
令和７年１月１日より、労働安全衛生関係の一部手続
が原則電子申請により行うことが義務付けられました。
この中で、多数の事業場様から「義務化された報告以
外の手続きも電子申請でできないのか」、「e-Govで電
子申請をしようと思うが手続き名が見つからない」等の
問い合わせをいただき、新たにマニュアル（２種類）を
作成しました。
電子申請による手続きは、開庁時間外での申請が可能
である、郵送費がかからない等様々なメリットがありま
すので、この機会に電子申請デビューしてみませんか︖

10月１日～10月７日は、
全国労働衛生週間の本週間です。

福井県最低賃金が引き上げられます︕



過重労働防止のために考えること ～労働時間正しく把握できてますか～

スペシャルトピック

始めに・・・

過労死等の防止のため
の対策に関する大綱

過重労働とは、長時間労働だけではなく、心身に過度な負担をもたらすあらゆる労働状況をいい
ます。労働時間が長いほど身体的・精神的疲労が蓄積しやすくなることは当然として、直近では、
「労働時間」に加えて、仕事の質的負荷、即ち「負荷要因」の存在も重要視されています。
厚生労働省が定める「過労死等の労災認定基準」では、労働時間と負荷要因の双方が評価基準として

設定されており、また、令和６年８月に閣議決定された「過労死等の防止のための対策に関する大綱」
でも長時間労働対策に加え、負荷要因の一つである「メンタルヘルス対策やハラスメント防止対策」の
重要性が増していることが公表されており、過重労働防止に向けてはこの両面からの対策が大切です。
なお、「過労死等の労災認定基準」における「労働時間の評価」及び「労働時間以外の負荷要因」は

以下のとおりです。

ここでは、「労働時間の適切な把握」について、紹介します。
皆様の職場の労働時間管理について、問題がないかチェックしてみてください。

労働時間の適正な把握

脳・心臓疾患の労災認定

労働時間の適正な把握
のために使用者が講ず
べき措置に関するガイ
ドライン

第一に「労働時間の把握」は単なる努力義務ではなく、事業主に
課せられた義務です。
厚生労働省の「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき

措置に関するガイドライン」においても、使用者の義務として明確化
されており、現在は、安衛法でも義務付けられています。
我々、労働基準監督署の職員が会社に訪問した際に認められる

法違反等の事例は以下の通りです。

１ 出勤簿に押印のみで始業・終業時間が把握されていない
２ タイムカードやICカードにより客観的に労働時間把握できる
状況にあるにもかかわらず、自己申告で時間を管理している

３ やむを得ず自己申告で管理せざる得ない場合に、実際の労働時間
と比べ適正なものか確認を行っていない（乖離がある場合）

４ １か月分の出勤簿を月末にまとめて作成している

上記事例のようなことになってませんか︖今一度確認してみましょう。


